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１. 事業の概要 

（１） 本事業の目的及び基本方針 

箕面市立市民会館（以下、「グリーンホール」という。）は、昭和４１年の竣工以来、

約半世紀の間、箕面市民に文化芸術の鑑賞機会を提供してきた。しかし、耐震・バリ

アフリー対策が不十分であること、施設の老朽化、設備機能の陳腐化などの課題を抱

えているため、箕面市（以下、「市」という。）はグリーンホールの今後のあり方につ

いて検討を行い、船場東地区の「（仮称）箕面船場駅」前への移転建替を決定した。 

「（仮称）箕面船場駅」は、平成３２年度に開通予定の北大阪急行線の延伸に伴い整

備される予定で、新大阪駅から電車で１５分、大阪国際空港から電車で１８分の場所

にあり、市民利用はもちろんのこと、市外からの集客も期待できる交通至便の立地で

ある。 

新しい市民会館（以下、「新文化ホール」という。）は、「（仮称）箕面船場駅」前、

徒歩０分の場所に整備し、グリーンホールが果たしてきた芸術鑑賞の機会を確保する

役割を担う 1,000～1,400席の大ホールと、市民が生涯学習活動の発表の場として活用

する 250 席の小ホール、必要な諸室等をもって構成する。新文化ホールは平成３３年

４月のオープンをめざしており、市の芸術文化活動を支える総合的な中核拠点施設と

して、質の高い芸術文化の創造と振興の場となることを期待している。 

 

（２） 事業方式 

新文化ホールは、上記の目的及び基本方針を達成するために、その整備・運営管理

については、PFI手法を視野に入れて検討を重ねてきた。 

従来、公共施設は、設計→建

設→運営管理の順に、それぞれ

個別に発注をし、整備されてき

たため、現実に運営経験のない

設計担当者が机上で図面をつく

り、ハコ（ハード）だけ先に出

来上がってしまい、利用者の使

い勝手が悪く、また、運営事業

者のスキルを十分に発揮できな

い施設となるケースも見られた。

そのため、今回は、本募集要項

によって、まず新文化ホールの

運営管理を担う事業予定者（以

下、「運営管理予定事業者」とい

う。）を選定し、その後、同運営管理予定事業者の意見も反映した設計・建設、設備等

に係る実施方針や要求水準書等に基づき、整備等事業予定者を募集・選定することと
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する。 

整備等事業予定者を選定した後は、運営管理予定事業者と整備等事業予定者が一体

の SPCとなり、PFI法に基づく選定事業者（以下、「PFI事業者」という。）として、整

備、運営管理に関する契約を一括して市と締結し、指定管理者としての責務を果たす

こととする。 

※契約及び指定管理者の指定には、市議会の議決が必要。 

※文化交流施設と図書館の運営管理は国立大学法人大阪大学が請け負う予定。 

 

 

（３） 運営管理予定事業者の主な役割（業務） 

本募集に基づいて選定する運営管理予定事業者の主な役割（業務）を以下に列挙す

る。 

運営管理予定事業者の役割は、整備等事業予定者と同じ SPC の構成員となるまでの

期間、当該 SPC を構成する一員として、新文化ホールの指定管理者に位置づけられた

後、の２つの期間によって大別される。 

 

① 整備等事業予定者と同じ SPC の構成員となるまでの期間（平成２９年４月～

平成３０年１月） 

※本期間における業務は、無償とする。 

(ア) 整備事業に向けた要求水準書（案）作成に係る支援業務 

運営管理予定事業者は、新文化ホールの設計・建設、設備等に係る要求水準書（案）

の作成において、運営上のノウハウや技術的能力を活かして支援を行うこと。 

このとき、設計、建設、設備等に係る要求水準書（案）は、市が想定する設計・

建設事業費内で、運営管理予定事業者の提案内容を実現する新文化ホールを整備す

るものであり、別途作業する事業費の検証と連係する。 

想定される支援業務は以下のとおりとする。 

 

ア）規模、仕様に関する検討 

イ）舞台設備（舞台機構、照明、音響）の仕様に関する検討 

ウ）必要な諸室及び仕様に関する検討 

エ）利用者の動線に関する検討 

オ）バックヤードの配置に関する検討 

カ）避難経路の動線に関する検討 

キ）施設の安全に関するに関する検討 

ク）ユニバーサルデザインに関する検討 

ケ）コスト縮減に関する検討 

コ）開業までのスケジュールの検討 

サ）業務実施計画書の作成 
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シ）箕面市新文化ホール整備審議会への参加 

ス）その他必要なもの 

 

(イ) 整備等事業予定者との SPC組成 

整備等事業予定者と同じ SPCの構成員となるため、整備等事業予定者とリスク分

担等条件を協議すること。 

 

※SPC については、整備や運営管理など取組業務の性質が変更するタイミング等に

よって、その資本割合の変更を可とする予定である。ただし、変更する場合は必

ず市の承諾を得ること。 

※運営管理事業予定者と整備等事業予定者を構成員とする SPCは、平成３０年１月、

市と整備・運営管理に関する契約を一括して締結する予定である。 

※当該 SPC を指定管理者として位置づけるため、箕面市議会に提案する時期は平成

３０年２月を予定している。 

 

② SPCの構成員となった後の期間（平成３０年２月～平成４８年３月３１日） 

※利用料金制の導入によるホール運営の独立採算の確保を期待 

（ア） 運営業務及び維持管理業務等 

整備等事業予定者と同じ SPCの構成員となった後、運営管理予定事業者は指定管

理者（SPC）となって、次の業務を行うこと。詳細は別紙１「新文化ホール運営・維

持管理業務等要求水準書」を参照すること。 

 

ア）運営業務 

ａ）貸館事業（利用料金の授受を含む） 

ｂ）情報提供事業 

ｃ）相談事業 

ｄ）友の会事業 

ｅ）広報・宣伝事業 

ｆ）連携事業 

ｇ）開設準備、開設記念式典、こけら落とし、その他自主事業等 

 

イ）維持管理業務 

ａ）施設維持管理 

ｂ）備品等の管理 

 

ウ)その他の業務 
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２. 運営管理予定事業者の募集及び選定に関する事項 

（１） 選定の方法 

別紙２に示す審査基準に基づき、書類審査と面接審査（プレゼンテーション）を行

い、総合的に採点し、候補者を選定する。 

 

① 書類審査 

提案書類に基づく書類審査を行う。 

 

② 面接審査 

選定評価委員との面接・質疑応答を行う。 

 

（２） 募集及び選定スケジュール 

運営管理予定事業者の募集及び選定スケジュールは、下表のとおりとする。 

 

日程 内容 

平成２９年●月●日 募集公告、募集要項等の公表 

平成２９年●月●日 募集要項等に関する質問受付 

平成２９年●月●日 募集要項等に関する説明会 

平成２９年●月●日 募集要項等に関する質問・意見の締め切り 

平成２９年●月●日 提案書の提出期限 

平成２９年●月●日 

～平成２９年●月●日 
提案書の審査・面接審査（プレゼンテーション） 

平成２９年●月●日 選定結果の公表 

平成２９年●月●日 ●●協定の締結 

 

（３） 応募者の参加資格 

応募者は、法人その他の団体（以下「法人等」という。）、複数の法人等により構成

される団体（以下「共同事業体」という。）とし、個人での応募は受け付けない。単独

で応募した法人等は、共同事業体の構成員になることはできない。また、複数の共同

事業体の構成員に同時になることはできない。共同事業体で応募する場合は、代表法

人等を定めること。 

共同事業体で応募した場合、市と指定管理者（SPC)の協定の締結にあたっては、今

後、選定する整備等事業者も含めて、共同事業体の構成員全てを協定当事者とする。

選定後の協議は、代表法人等を中心に行うが、協定に関する責任は、共同事業体の構

成員全てが負うこと。 

なお、応募者（共同事業体の構成員を含む。）は以下の要件を全て満たす必要がある。 
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①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

②地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

後３年を経過しない者（当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名

停止要綱に基づき指名停止を受けている者を除く。）又はその者を代理人、支配人

その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 

③経営状況が健全であること。 

④本募集の公告日から）運営管理予定事業者の選定日までの間において、市の一般

競争入札の指名停止等の措置を受けていないこと。 

⑤最近 3年間の法人税、消費税及び地方税等を滞納していないこと。 

⑥会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は更生手続きを行っている者でないこ

と。ただし、更生手続開始又は更生手続開始の決定後、新たに箕面市競争入札参

加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者を除く。 

⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体でない

こと。 

 

（４） 応募者の構成（人員体制） 

指定管理者（SPC)は、新文化ホールに館長を置き、安全かつ適切な運営管理を行う

とともに、関係機関との連絡調整を行うこと。 

また、必要十分な人員を配置するとともに、サービスの質の維持向上を図るため、

管理運営業務に従事する者（以下、｢従事者｣という。）の雇用労働条件に配慮するとと

もに、従事者が働きがいを持ち、積極的に業務に取り組むために必要な措置を講じる

こと。 

以下に示すものは一般的に想定される業務の例示であり、指定管理者（SPC)のノウ

ハウを制限するものではないが、概ねこれらの業務を賄うことができる人員体制を整

えること。  

 

【総務系】（事業系と技術系以外の業務を担当。再委任を可とするものを含む）  

・施設の維持管理（清掃、警備、空調設備等の運転・管理、各種設備の保守等の契約）  

・総務・経理事務  

・各部署間の調整  

・照会文書の回答等、市から依頼のあった書類・資料等の作成  

・視察等への対応  

・従事職員研修の企画、実施  

・その他事業系、技術系に属さない業務  
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【事業系】  

・年間事業計画の立案  

・事業の企画、営業、実施、報告、評価  

・施設使用率向上に向けての企画・立案  

・貸館業務（使用者との打合せや対応を含む） 

・広報・宣伝  

・総合相談・情報受発信  

・友の会運営  

・チケットセールス・販売業務  

 

【技術系】  

・音響、照明、舞台機構等操作業務  

・音響、照明、舞台機構等の日常管理  

・使用者等からの技術的相談対応  

・施設使用者との催事開催前の打合せ  

・ホール事業における技術面全般に係る運用と進行 

 

（５） 応募に係る手続き等 

① 提案書類提出期限 

平成２９年（2017年）●月●日（●）●時●分 

 

② 提出場所及び提出方法 

〒562-0003 

大阪府箕面市西小路四丁目６番１号 

箕面市 

TEL 

FAX 

 

③ 提案書類 

(ア) 運営管理予定事業者申込書 

(イ) 委任状等（共同事業体による応募の場合のみ） 

(ウ) 応募者概要説明書 

(エ) 事業計画書 

事業計画書については、別紙２「審査基準」の評価基準に基づき点数化す

る。以下の提案内容については審査基準に留意して提案すること。 

ア）収支計画 

イ）運営管理の基本方針 
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■前提とする大ホールの規模（客席数）について 

■大ホール、小ホールの運営方針について 

■開館時間等について 

■安全管理に係る方針及び体制ついて 

ウ）運営管理計画 

■運営計画 

■料金体系 

■施設設備の維持管理計画 

■組織体制、職員の適正配置 

■自由提案 

 

(オ) 事業計画書の概要版 

上記（エ）事業計画書の内容を全て網羅したものをＡ４版 7ページ以内で、任意

の様式で提出すること。 

 

(カ) 財務状況報告書類 

■自己資本比率の状況（過去３年間） 

■流動比率の状況（過去３年間） 

■経常利益の状況（過去３年間） 

■過去３年の決算状況（赤字の有無） 

■キャッシュフローの状況（過去３年間） 

 

(キ) 定款、役員名簿 

 

(ク) 諸証明書類 

■納税証明書（法人税、消費税） 

■登記事項証明書 

 

(ケ) 過去の実績 

■企業の実績や能力（同種類似業務の運営実績、専門的人材の配置） 

■公演等の実績（過去５年の実績） 

 

④ 提出部数等 

10 部（正 1 部、副 9 部）と提出書類（上記（ウ）応募者概要説明書、（エ）事業計

画書及び（オ）事業計画書の概要版）を格納した電子媒体（CD-R 又は DVD-R）1 枚と

する。なお、提出書類及び電子媒体は返却しない。提案書類についてはＡ４判で統一

し、ページ数を付して編綴すること。提出された提案書類の内容を変更することはで
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きない。 

 

⑤ 面接審査の日時等 

別途、日時、場所等を通知します。 

⑥ 提案書類の著作権等 

応募者が提出した書類の著作権は、運営管理予定事業者が決定するまでの間は応募

者に帰属する。ただし、市が運営管理予定事業者の決定を行う際、必要に応じて、提

出書類の全部又は一部を使用できるものとする。 

 

（６） 運営管理予定事業者の決定方法 

① 選定会議について 

運営管理予定事業者としてふさわしいと考えられる候補者を選定するため、選定会

議にて審査を行う。 

選定会議は、次の委員で構成する。 

 

・学識経験者 ●名 

・財務面、労務面に関する有資格者 ●名 

・芸術文化関係者 ●名 

 

② 運営管理予定事業者の選定 

選定会議の選定結果に基づき、運営管理予定事業者の候補者を決定する。 

 

③ 審査基準 

審査基準については、別紙２に示す審査基準を参照すること。 

 

④ 提案の無効について 

以下の一つに該当するときは、提案内容を無効とし、応募自体を取消す。 

 

提案書類において虚偽の内容を記載したとき 

提出期限までに提出場所に提案書類の提出がないとき 

面接審査を受審しなかったとき 

一団体で複数の提案をしたとき 

提案に関して談合等の不正行為があったとき 

正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき 

その他、募集要項の内容に違反したとき 

 



9 
 

⑤ 審査結果の通知 

平成２９年（2017年）●月に書面にて面接審査を受審した全団体（共同事業体によ

る応募の場合は、その代表団体）に通知発送する。通知においては、採点結果を記載

するとともに、第一及び第二候補者となった団体にはそれぞれその旨を、その他の団

体には選外となった旨を記載する。なお、団体に関する情報の開示については、当該

団体に係る自己の情報についてのみ対象とする。 

（ただし、一次審査として書類審査の採点を行い、選外となった団体にはその旨と

採点結果を通知する。） 

 

⑥ 選定結果の公表について 

選定結果の通知の後、市ホームページ等において結果公表を行う。公表する内容は

次のとおりとする。 

 

第一候補者とした団体名、採点結果及び第一候補者への選定理由 

第二候補者とした団体名、採点結果及び第二候補者への選定理由 

選外となった団体の採点結果 

 

（７） その他の事項 

その他、応募者は以下の事項に留意すること。 

 

・応募者は、運営管理予定事業者の選定後に本募集要項の内容等に関して、不明又

は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

現地説明会参加に必要な費用は、応募者の負担とする。 

提案及び審査受審のため必要な費用は、応募者の負担とする。 

提案書類等の作成及びその他の手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日

本国通貨に限ること。 

指定管理者業務開始前の引継ぎ準備に係る経費は、指定管理者（SPC)に指定され

た者の負担となる。 

 



10 
 

３. 提案に関する条件 

（１） 施設概要 

所 在 地：箕面市船場東三丁目（箕面船場駅前土地区画整理事業地内） 

開館年月： 平成３３年４月１日 

面  積：敷地 8,100㎡ 

（ただし、同敷地に図書館・文化交流施設を併設する予定） 

延床面積：7,700㎡ 

構  造：今後検討 

（今後、整備等事業者の募集時に提案を受け、検討の上決定。） 

施設内容：大ホール（1000席～1400席）、小ホール（250席）、楽屋、事務所等 

 

※延床面積、施設内容は、現時点の想定である。今後、本要項に基づいて選定した

運営管理予定事業者とともに検討を深め、精査する。 

※大ホールの席数は、運営管理予定事業者の提案等を参考に決定する。 

※小ホールの席数は固定席で 250席で 50席（計 300席）まで追加を可能とすること

を想定している。 

 

（２） 開館時間等 

開館時間：運営管理予定事業者の提案等を参考に決定する。 

【参考】グリーンホールは午前９時～午後１０時、利用者の意向により

前後１時間の延長制度あり。 

休 館 日：運営管理予定事業者の提案等を参考に決定する。 

【参考】グリーンホールは第３水曜日（ただし、第３水曜日が祝日の場

合は翌平日休館）及び１２月２９日～１月３日 

※運営管理予定事業者は指定管理者となったとき、特に必要と認めるときは、市長

の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。 

貸出単位：運営管理予定事業者の提案等を参考に決定する。 

【参考】グリーンホールの貸出単位は、午前（午前９時から午後０時）、

午後（午後１時から午後５時）、夜間（午後６時から午後１０

時）の３区分。 

区分を連続で利用する場合は追加料金なし。ただし、各区分の

間の時間を繰上・延長して利用する場合は、追加料金を徴収し

て利用可能。 

 

（３） 指定管理者（SPC)の収入及び支出 

市は、運営管理予定事業者として最もふさわしい応募者を選定するにあたり、本募

集要項に記載する業務内容及びサービス水準等を満たすための各応募者の創意工夫あ
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る提案を求める。 

本事業は利用料金制の導入による独立採算を期待しており、その場合、事業期間内

で想定する収支が相償うことが必要である。 

なお、独立採算が実現できない場合においても、可能な限り、支出と収入の差が少

なくなるよう努め、提案するものとする。 

 

① 指定管理者（SPC)の収入について 

（ア） 利用料金 

施設は、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制度を採用する。そ

のため利用料金は、指定管理者（SPC)の収入となる。 

利用料金の設定は、利用者サービスの向上や、施設整備の充実など、施設を最大

限に利用するための大切な財源の一つとなることから、現行の料金にとらわれるこ

となく、利用料金を提案するものとする。 

また、大ホール及び小ホールにおける一般貸館と特別貸館に関する年間利用割合

は、下表に示す割合を目安とするものとする。 

 

 年間利用割合 利用料金 

一般貸館 特別貸館 一般貸館 特別貸館 

大ホール 15％ 85％ 提案 提案 

小ホール 50％ 50％ 提案 提案 

※一般貸館：市民等の利用 

特別貸館：新聞社、放送局などのマスメディアや民間の興行会社などが

主催する集客力の高い公演等 

 

（イ） ネーミングライツ 

ネーミングライツによる収入は、指定管理者（SPC)の財源となる。 

 

② 指定管理者（SPC)の支出 

（ア） 維持管理業務及び運営業務に係る費用 

１（３）②に示す運営業務及び維持管理業務の範囲を実施するために必要な費用

は指定管理者（SPC）の負担とする。 

 

（イ） 市への納付金 

利用料金制を導入するため、事業期間で想定する収支が相償い、想定される黒字

（収益）相当額（一部）を市へ納付することを期待している。納付金設定は、開業

までの人件費及び指定管理開始数年の財源を考慮して、納付金を提案するものとする。 

赤字が想定される場合は納付金の代わりに市から（補てんのために）支出する委
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託料を提案すること。 

 

③ 事業実施時の実質収支の考え方 

事業実施時の実質収支については、上記①の収入及び②の支出としてもなお黒字で

あれば運営管理予定事業者（将来、指定管理者（SPC)の構成者となる）の収入となり、

赤字になれば運営管理予定事業者（指定管理者（SPC)の構成者となる）のリスク（損

失）となるものとする。 

 

実質収支のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案時の収支見込み】15年の全期間 

利
用
料
金
等 

収
入 

支
出 

維持管理運営費 

市への納付金（提案） 

(固定額÷15年) 

指定管理者の利益 

収
入 

支
出 

維持管理運営費 

市への納付金（提案） 

(固定額÷15年） 

指定管理者の損失 

利
用
料
金
等 

【事業実施時】毎年 【事業実施時】毎年 

利用料金、ネーミングライツ(Ａ) 

指定管理者の収入 

維持管理運営費(Ｂ) 市への納付金(Ｃ)（提案） 

※収支相償う金額(Ａ)－(Ｂ) 

指定管理者の支出 

インセンティブ リスク 
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（４） 市と指定管理者（SPC）のリスク分担 

指定管理者（SPC)が行う業務については、指定管理者（SPC)が責任を持って遂行し、

業務に伴い発生するリスクについては、原則として指定管理者（SPC)が負うものとす

る。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市がその責任

を負うものとする。 

なお、市と指定管理者（SPC)のリスク分担の方針は、表１リスク分担のとおりとし、

詳細については協定の締結を行う際に定めるものとする。 
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４. 協定に関する事項 

（１） 協定の締結 

運営管理予定事業者として選定された応募者は、運営管理事業者と整備等事業予定

者が同じ SPCの構成員になるまでの期間、設計・建設、設備等に係る要求水準書（案）

作成に係る支援業務等を行うにあたり、●●協定を締結することとする。 

次に、整備等事業予定者が選定され、運営管理予定事業者と整備等事業予定者が同

じ SPC の構成員となった後は、SPC が指定管理者として業務を行う指定期間である 18

年間を対象とした「基本協定」を締結することとする。 

 

（２） サービス水準に関する合意書の締結 

本施設として確保しなければならないサービス水準については、運営管理予定事業

者となる応募者と市が協議の上、協定の一部あるいは独立した文書として、サービス

水準に関する合意書を締結することとする。 
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５. 運営業務及び維持管理業務等における留意事項 

（１） 指定管理者（SPC）の責務 

① 個人情報の保護について 

前記のとおり「個人情報の保護に関する法律」「箕面市個人情報保護条例」「箕面市

個人情報保護条例の施工に関する条例施行規則」を遵守するとともに、業務に際して

個人情報保護のために必要な措置を講じること。 

 

② 情報の公開について 

「箕面市情報公開条例」の趣旨に則り、市民との信頼を高めるため情報公開につい

て必要な措置を講じること。 

なお、本公募に対する提案書類等、市に提出された文書等についても、市の行政情

報として当該条例に基づき公開対象となることに加え、市が保有していないものにつ

いても、箕面市情報公開条例第 24 条に基づき、市が当該情報の提供を求めたときは、

これに応じなければならない。 

 

③ 人権の尊重 

指定管理者（SPC)は、管理運営業務の遂行に際し、人権を傷つけることのないよう

留意すること。 

 

④ 財産の管理 

指定管理者（SPC)は、善良なる管理者の注意を持って本施設、本施設の設備及び備

品等（以下、｢財産｣という。）を管理すること。 

 

⑤ 廃棄物の処理 

廃棄物の処理にあたっては、廃棄物の減量に努め、排出した廃棄物の種類及びその

量を把握すること。なお、排出した廃棄物は箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正

処理等に関する条例（平成１５年箕面市条例第８号）等、法令を遵守し、適正に処理

すること。ただし、市に帰属する備品の処分については、協議事項とする。 

 

⑥ その他 

施設利用者と観客の立場にたって迅速かつ新設丁寧な対応を心がけ、利用者と観客

の安全を十分に図りながら業務を行うこと。 

市における芸術文化活動を支える総合的な拠点施設であるため、市域に密着した事

業展開、地域に親しまれる施設づくりについて、特に配慮すること。 
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（２） 管理運営業務に係る経理及び経費について 

① 会計年度 

本施設の業務に係る会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

② 会計管理及びその他経理に関する事項 

指定管理者（SPC)は、業務に係る経理事務を行うにあたり、団体の事業全般とは独

立した会計管理を行うこと。 

 

（３） 指定管理者（SPC）の契約上の地位の譲渡等 

市の事前の承諾がある場合を除き、運営管理予定事業者は、事業契約上の地位及び

権利義務を譲渡、担保提供その他の方法により処分してはならない。 

 

（４） 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

① 法制上及び税制上の措置に関する事項 

現時点では、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していないが、法改

正により、新たな措置が適用可能となった場合は、措置を行うように努める。 

 

② 財政上及び金融上の支援に関する事項 

管理運営事業予定者が業務を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受ける

ことができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を PFI事業者（SPC）が受けるこ

とができるよう努める。 

 

③ その他支援に関する事項 

事業実施に必要な許認可等に関して、市は必要に応じて協力を行う。 

 

（５） 要求水準を満たしていない場合の措置 

市はモニタリングの結果、指定管理者（SPC）が要求水準を満たしていないと判断し

た場合は、指定管理者（SPC）に改善要求を行い、指定管理者（SPC）は速やかに改善

処置を講じるものとする。それでも改善が見られない場合は、指定を取り消すことが

あるので注意すること。 

 

（６） 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

① 具体的事由、当事者間の措置に関する事項 

本事業の確実な履行を確保するため、事業契約書において想定される事業の継続が

困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置を定

める。 
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② 契約解除等の方法に関する事項 

本事業の継続が困難となった場合は、その発生事由ごとに事業契約書の規定に従う

ものとする。その詳細は、事業契約書（案）に示す。 

 



18 
 

表１ リスク分担表 

 

リスクが生じる原因 リスク負担 

種 類 内 容 市 
指定 

管理者 

法令改正※１ 指定管理者（SPC)が行う管理運営に影響を及ぼす法令改正

（施設改修等） 
○  

天災のほか、不

可抗力による

事業中止等 

天災・騒乱・暴動・その他市や指定管理者（SPC)の責めに

帰すことができない事由による事業の中止・延期・変更 協議事項 

事業の中止等 市の指示・責任による事業の中止・延期・変更 ○  

指定管理者（SPC)の責任による事業の中止・延期・変更  ○ 

指定管理者（SPC)の事業放棄・破綻  ○ 

物価変動 大幅又は急激な物価変動の影響により、管理運営に支障が

生じるおそれがあるときは、協議事項とする。 

（協議対象経費） 

燃料費（ガソリン、灯油等）、光熱水費（上下水道料金、

電気代、ガス代） 

 ○ 

運営費の膨張 人件費等の運営費の膨張  ○ 

市場環境の変

化 

使用者の減少・競合施設の増加・需要見込みの誤り・その

他の事由による経営不振 
 ○ 

利用料金未収 利用料金の未収による収入減  ○ 

施設設備等の

損傷 

管理上の瑕疵による施設・設備・備品の損傷  ○ 

施設・整備の設計・構造上の原因によるもの  ○ 

経年劣化等管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の損

傷（不可抗力によるものを含む。） 
協議事項 

税法上の資本的支出 ○  

安全性の確保 管理運営における安全性の確保及び周辺環境の保全（応急

措置を含む。） 
 ○ 

セキュリティ 指定管理者（SPC)の警備不備による情報漏えい、犯罪発生

等 
 ○ 

損害賠償 

※２ 

運営・維持管理において第三者に損害を与えた場合（管理

瑕疵） 
 ○ 

施設の設置上の不備において第三者に損害を与えた場合

（設置瑕疵） 
○  

管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故や

火災等に伴う使用者及び入館者への損害 
 ○ 
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管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事

故や火災等に伴う使用者及び入館者への損害（不可抗力に

よるものを含む。） 

協議事項 

情報管理 業務上知り得た情報に対する守秘義務と個人情報保護 
 ○ 

運営リスク 管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故や

火災等による臨時休館等に伴う運営リスク 
 ○ 

管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事

故や火災等による臨時休館等に伴う運営リスク（不可抗力

によるものを含む。） 

協議事項 

債務不履行 指定管理者（SPC)による業務及び協定内容の不履行  ○ 

使用者対応 指定管理者（SPC)の業務範囲のサービス内容等に対する使

用者からの苦情及び施設内における使用者間のトラブル

への対処 

 ○ 

周辺地域・住民

への対応 

地域との協調  ○ 

管理運営業務の内容に対する住民からの要望等  ○ 

設定の取消リ

スク 

指定管理者（SPC)の指定の取消、又は期間を定めて管理の

業務の全部又は一部の停止における費用負担 

※ただし、指定管理者（SPC)の責めによらない場合を除く。 

 ○ 

事業終了時の

現状復帰 

管理運営業務の期間が終了した場合、又は期間中途におけ

る指定管理者（SPC)の撤収に係る費用 
 ○ 

その他 必要な資金の確保  ○ 

管理業務開始前及び業務終了後の引継ぎに関する費用  ○ 

※１ 税法除く。 

※２ 一定のリスクに対応できる保険に加入するものとする。 

 

  


